
■鳥取市交流プラザのご利用にあたって■ 
 

この度は、鳥取市人権交流プラザのホームページをご覧いただき誠にありが

とうございます。 

つきましては、当施設のご利用にあたり、以下のことに留意していただきま

すようよろしくお願いします。 
 

＊ご利用手続きの流れ＊ 
 

利用予約   
●仮予約が電話にて受付可能です。 

（6 ヶ月前から受付可能です。） 

↓ 

鳥取市人権交流プラザ使用許可申込書の提出 
●申込書を使用日の７日前までに人権交流プラザ事務局まで提出してください。 

↓ 

使用料納付書の発行 
●申込書受理後、使用料納付書を発行します。 

↓ 

使用料の支払い 
●使用日の前日までに金融機関でお支払いください。 

●使用日当日に使用料支払いの確認をすることがあります。 

↓ 

ご利用手続き完了 
ご不明な点がございましたら気軽にお問合せください。 

※使用料減免については、申込時お問い合わせください。 

 

＊遵守事項＊ 
 

●机・イス・マイク等について 

ご利用にあたって、机・イス等を動かした場合には、必ず元の位置に戻し

て下さい。マイクは、印に合わせて充電をお願いします。 

●喫煙について 

センター敷地内全面禁煙です。 

●ゴミについて 

使用の際に出たゴミは、使用者ですべて持ち帰って下さい。 

●駐車場について 

駐車台数が 40 台以上見込まれる場合には、必ず駐車場に誘導係を配置し

て下さい。 

 

【連絡先】 
人権交流プラザ（事務局：中央人権福祉センター） 

〒６８０-０８２３ 鳥取市幸町１５１ 

電話：０８５７-２４-８２４１ ＦＡＸ：０８５７-２４-８０６７ 

メール：jin-chuo@city.tottori.lg.jp 


